
 

養老町商工会便り
◇養老町プレミアム商品券が販売されます 

販売総額 1 億 5,000 万円（15,000 セット） 

販売価格 10,000 円で 12,500 円分/1 セット 

     ※プレミアム率 25％ 

第 1 弾【紙版】 1 億 2,000 万円 

（12,000 セット） 

第 2 弾【電子版】3,000 万円 

（3,000 セット） 

 先行して第 1 弾の予約を 8 月 1 日から開始

します。詳しくは同封のチラシをご覧くださ

い。こちらのチラシは、8 月 1 日の新聞折込

み・広報養老 8 月号にて配布される他、商工

会・町役場・各公民館・各金融機関にて配布

いたします。 

 また、同時に第 2 弾【電子版】取扱事業所

を募集いたします。詳しくは商工会便り同封

の案内文書をご覧ください。 

  

◇小規模事業持続化補助金の公募について 

■持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠） 

補助上限：100 万円 補助率 3/4 

補助対象事業：感染拡大防止のための対人接

触機会の減少と事業継続を両立させるポスト

コロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、

生産プロセスの導入等に関する取組み 

【申請方法】 

補助金申請システム（名称：J ｸﾞﾗﾝﾂ）でのみ

受付。事前に「G ﾋﾞｽﾞ ID ﾌﾟﾗｲﾑｱｶｳﾝﾄ」の取得が

必要。 

【申請受付締切】 

◆第 3 回受付締切：9 月 8 日（水） 

◆第 4 回受付締切：11 月 10 日（水） 

■持続化補助金（一般型） 

補助上限：50 万円 補助率 2/3 

補助対象事業：販路開拓・簡易な店舗改装な

ど商工会では、申請に必要な経営計画の作成

のお手伝いをしておりますのでお問い合わせ

ください。尚、計画書作成にはお時間が掛り

ますので、早めの取り組みをお勧めします。 

【申請受付締切】 

◆第 6 回受付締切：10 月 1 日（金） 

◆第 7 回受付締切：令和 4 年 2 月 4 日（金） 

 

◇月次支援金に関するお知らせ 

【給付対象】(①と②を満たす事業者) 

①緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴

う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を

受けていること 

②2019 年又は 2020 年比で、2021 年の対象月

(4～6 の各月)の売上が 50％以上減少している

こと 

※地方公共団体による時短営業等「協力金」の

支給対象となっている事業者は給付対象外で

す。 

【給付額】 

2019 年又は 2020 年の対象期間の売上合計－

2021 年の対象月の売上 

法人    上限 20 万円/月 

個人事業者 上限 10 万円/月 

【申請受付期間】 

4 月/5 月分：2021 年 6 月 16 日～8 月 15 日 

6 月分    ：2021 年 7 月 1 日～8 月 31 日 

【申請方法】 

ＷＥＢ申請（スマホ対応可） 

 ※初回に限り登録確認機関の登録が必要で

す（一時支援金を受給された事業所様は不要） 

商工会では、商工会員に限り登録確認に対

応させていただきます（要事前予約） 

【相談ダイアル】 

一時支援金相談窓口 

TEL：0120-211-240（8 時 30 分～19 時   

土日、祝日含む全日対応） 

 

◇「事業継続力強化計画」認定制度について 

 中小企業が策定した防災・減災の事前対策

に関する計画を経済産業大臣が認定する制度

です。 
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「事業継続力強化計画」の記載項目 

・事業継続力強化に取り組む目的の明確化 

・ハザードマップ等を活用した自社拠点の自  

然災害リスク認識と被害想定策定 

・ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るた 

めの具体的な対策 

・訓練実施など取組みの実効性を確保する取  

組みなど 

認定を受けた企業に対する支援策 

・低利子融資・信用保証枠拡大等の金融支援 

・防災・減災設備に対する税制措置 

・補助金（ものづくり補助金・持続化補助

金）の優先採択 

・中小企業庁ＨＰでの認定企業の公表 

・認定企業にご活用いただけるロゴマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇無料法律相談について  

岐阜県商工会連合会主催により、下記の通

り開催されます。取引、労働問題等事業上の

どのような問題でも結構です。予約制で相談

人数に限りがありますので、ご希望の方はお

早めに商工会までご連絡ください。 

日時：８月２４日（火） 13:00～17:00 

場所：岐阜市 ＯＫＢふれあい会館 

講師：かな口崇弁護士 

 

◇「新はつらつ職場づくり宣言」について 

大垣労働基準監督署とハローワーク大垣で

は、「新はつらつ職場づくり宣言」の登録事業

場を募集しています。「新はつらつ職場づく

り宣言」は働き方改革の取組を労使で宣言し、

岐阜労働局に登録するもので、働きやすい職

場環境の改善に取り組む事業場であることと

その内容が内外にＰＲされます。 

なお、同宣言と登録事業場は岐阜労働局の

ホームページで公開されています。 

◇ＷＥＢセミナーについて  

養老町商工会のホームページから無料のＷ

ＥＢセミナーがご視聴いただけます。忙しく

て研修会に参加できない方などに最適です。

社内研修や自己啓発のツール等に是非ご活用

ください。 

商工会員を募集します！ 

商工会では、 

・経営一般の相談  

・専門的な支援（ものづくり・販路開拓等） 

・創業、金融、税務、経理、労働、事業承継 

等のサポートをさせていただきます。 

お近くに商工会未加入の事業所様がみえまし

たら、ご紹介ください。 

 

◇商工会の実施した主な事業等 

7.15 外国人受入事業監査会（商工会館） 

◇参加した主な会議等 

7. 1 西青連役員会（安八町商工会館） 

7. 2 経営指導員研修会一般コース（ＷＥＢ） 

7.12 県産品ブラッシュアップ事業説明会 

セミナー（岐阜市） 

基本実務研修 金融①（ＷＥＢ） 

7.13 外国人受入事業監理者講習会（名古屋市） 

7.14 共済事業推進担当者研修会（ＷＥＢ） 

7.16 基本実務研修 労務①（ＷＥＢ） 

7.20 基本実務研修 経営①（ＷＥＢ）   

7.27 女性部主張発表大会（ＷＥＢ） 

7.28 基本実務研修 労務②（ＷＥＢ） 

   県下一体型商工会ＨＰ説明会 

◇支部等 

7.30 笠郷支部役員会（笠郷自治会館） 

商工会では「経営相談・支援」や「税務相談・

経理指導」「金融相談、斡旋」「取引・販路開拓

支援」「取引・販路開拓支援」「労務支援」「専門

家派遣支援」「IT 支援」「補助金書類作成支援」

など皆様のご相談に応じた支援を行っています。 
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